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議案第１号

むつ市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例

むつ市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止したいので、むつ市教育委員会事務委

任規則第１条第１１号の規定により教育委員会の議決を求める。

令和７年１２月１８日提出

むつ市教育委員会教育長 阿 部 謙 一

提案理由

むつ市視聴覚ライブラリーは、当該条例により視聴覚教材、教具の貸出しを継続

してきたが、近年のデジタル化、映像コンテンツに対するアクセス方法の変化等に

より利用実績が減少したことから、令和８年３月３１日をもって廃止するためのも

のである。
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むつ市視聴覚ライブラリー設置条例を廃止する条例

むつ市視聴覚ライブラリー設置条例（昭和５５年むつ市条例第３号）は、廃止す

る。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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